
 

船舶事故調査報告書 

平成２９年９月２１日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２９年３月７日 ０１時４０分ごろ 

発生場所 山口県宇部市宇部港南方沖  

 本山灯標から真方位１５８°４.８海里付近 

 （概位 北緯３３°４８.４′ 東経１３１°１７.１′） 

事故の概要 貨物船三萬
さんまん

吉
よし

１６は、東南東進中、また、貨物船第十八大盛
たいせい

丸は、

東進中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 平成２９年６月１日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 三萬吉１６、７４９トン 

   １４１９５８、有限会社三萬吉 

Ｂ 貨物船 第十八大盛丸、６９８トン 

   １３２０６４、株式会社大盛産業 

 乗組員等に関する情報 Ａ 航海士Ａ、六級海技士（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、四級海技士（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 右舷船首部に擦過傷等 

Ｂ 左舷船尾部に擦過傷等 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

事故の経過 Ａ船は、船長及び航海士Ａほか５人が乗り組み、空船の状態で、高

知県須崎市須崎港に向けて長崎県平戸市平戸港を出港し、宇部港南方

沖を東南東進していた。 

Ａ船は、航海士Ａが単独で船橋当直に当たり、法定灯火を表示し、

大分県姫島村姫島西側の水路に向けて約１１ノット（kn）の対地速力

で、自動操舵により東南東進を続けていた。 

航海士Ａは、右舷前方に東進するＢ船を認め、Ｂ船までの距離が約

１９０ｍとなったとき、Ｂ船からＶＨＦ無線電話でＢ船の前後どちら

を通過するのか問合せを受け、Ｂ船の船尾方を通過する旨伝えた。 

Ａ船は、航海士Ａが、Ｂ船の船首側に接近し、右舵を取ってＢ船の

船尾方に向けることはできないと思ったので、徐々に左舵を取りなが

ら減速したところ、その右舷船首部とＢ船の左舷船尾部とが衝突し

た。 

 Ｂ船は、船長Ｂほか４人が乗り組み、兵庫県東播磨
ひがしはりま

港に向けて福岡

県苅田
か ん だ

町苅田港を出港し、宇部港南方沖を東進した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが単独で船橋当直に当たり、法定灯火を表示し、周



 

防灘航路第３号灯浮標に向けて約１０.５kn の対地速力で、自動操舵

により東進を続けていた。 

船長Ｂは、左舷後方を東南東進していたＡ船が接近するのを見て、

本船の前後どちらを通過するのかＶＨＦ無線電話で問い合わせ、船尾

方を通過する旨の回答を得たので、安心していたところ、衝撃を感

じ、Ｂ船とＡ船とが衝突したことに気付いた。 

分析 Ａ船は、宇部港南方沖を東南東進中、航海士Ａが、Ｂ船に対する見

張りを適切に行っていなかったことから、Ｂ船と衝突のおそれのある

態勢で接近していることに気付くのが遅れ、Ｂ船と衝突したものと考

えられる。 

Ｂ船は、宇部港南方沖を東進中、船長Ｂが、Ａ船からＢ船の船尾方

を通過する旨の回答を得たので安心し、Ａ船に対する見張りを適切に

行っていなかったことから、Ａ船が衝突のおそれのある態勢で接近し

ていることに気付かず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、宇部港南方沖において、Ａ船が東南東進中、Ｂ船

が東進中、航海士Ａ及び船長Ｂが共に見張りを適切に行っていなかっ

たため、両船が衝突したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・常時適切な見張りを行うこと。 

 


